
広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則 

 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

条
例
別
表
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
手
数
料 

写
し
の
交
付
の
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

二 

条
例
別
表
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六

十
七
号
）
の
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
手
数
料 

一
般
旅
券
の
受
領
の
時 

三 

条
例
別
表
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
項
に
規
定
す
る
犬
又
は
猫
の

引
取
り
手
数
料 

犬
又
は
猫
を
引
き
取
る
時 

  

（
広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
及
び
手
数
料
条
例
別
表
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
対
象
建
築
物
の
用
途
」
を
削
る
。 

 
 

第
七
条
の
二
を
削
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
中
「
又
は
中
間
検
査
申
請
手
数
料
を
」
を
「
、
中
間
検
査
申
請
手
数
料
又
は
構
造
計
算

適
合
性
判
定
手
数
料
を
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
中
間
検
査
申
請
」
を
「
、
中
間
検
査
申
請
又

は
構
造
計
算
適
合
性
判
定
申
請
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
号
及
び
第
四
号
」
を
「
次
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
四
号
」
に
、
「
次
号
及
び
第
四
号
」
を
「

次
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
、
「
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

被
災
後
の
建
築
等
を
す
る
場
合
で
、
り
災
後
六
月
以
内
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
申
請
を
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
手
数
料
条
例
別
表
第
二
欄
の
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
四
欄
に
規

定
す
る
額
の
二
分
の
一
の
額
を
減
額
す
る
。
当
該
構
造
計
算
適
合
性
判
定
申
請
に
よ
り
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
受
け
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
計
画
を
変
更
し
、
り
災
後
六
月
を
超
え
て
構
造
計

算
適
合
性
判
定
申
請
を
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
八
条
第
三
項
中
「
「
特
定
工
程
工
事
終
了
通
知
」
と
、
「
確
認
を
」
」
を
「
「
特
定
工
程
工
事
終
了

通
知
」
と
、
「
構
造
計
算
適
合
性
判
定
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
求
め
る
通
知
」



と
、
「
確
認
を
」
」
に
、
「
通
知
書
」
を
「
通
知
書
（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
求
め
る
通
知
に
あ
つ
て

は
、
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。 

 

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
規
則
第
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
及
び
同
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
対
象
建
築
物
の
用
途
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
を
削
る
。 

 

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
に
係
る
申
請

及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
） 

第
四
条 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
に
係
る

申
請
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

    

第
一
条
中
「
及
び
同
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
対
象
建
築
物
の
用
途
」
を
削
る
。 

 
 

第
五
条
を
削
る
。 

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
廃
止 

第
五
条 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（

平
成
二
十
一
年
広
島
県
規
則
第
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

公
布
の
日
前
に
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
建
築
基
準
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
又
は
旧
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
手
数
料
の
徴
収
時
期
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

）
 


